
公 募 公 告

下記のとおり公告に付する。

令和６年３月２５日

法務省共済組合検察庁札幌支部

支部長 山 本 真千子

記

１ 公募に付する事項

件 名 札幌第３合同庁舎における食堂経営業務

募集者数 １者（社）

２ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項

良質な商品及び優良なサービスを提供できる能力と実績を有すること

予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること

国税及び地方税を完納していること

経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な

業務の履行が確保される者であること

暴力団又はその他暴力団関係者に該当しない者であること

３ 公募申込み

公募に参加を希望する者は、下記４の公募説明書の交付を受けた上、令和６年５

月２４日（金）午後５時までに申込みを行うこと（ただし、行政機関の休日に関す

る法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する休日を除く。）。

【問合せ先】

札幌市中央区大通西１２丁目 法務省共済組合検察庁札幌支部

（札幌第３合同庁舎１３階 札幌高等検察庁事務局会計課内）

電話：０１１－２６１－９３１２（直通）

４ 公募説明書の交付期間及び場所

交付期間

令和６年３月２５日（月）から同年４月１９日（金）までの間の午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時まで（ただし、行政機関の休日に関する法律

（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する休日を除く。）。

交付場所

札幌市中央区大通西１２丁目 法務省共済組合検察庁札幌支部

（札幌第３合同庁舎１３階 札幌高等検察庁事務局会計課内）

５ 企画提案書等の無効

本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の企画提案書等は無効と

する。


